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オ ー ス トラ リア に お け る LO丁E教育 の 方 向 性

一 「 異 文 化 間 言 語 学 習 」 が 言 語 教 育 政 策 に 取 り入 れ られ た 意 味 ―

太 田 裕 子

キーワー ド :LOTE教育 異文化間言語学習 言語教育政策 初等 中等教育

要旨

2005年 、オース トラ リアでは LOTE教育に関す る新 しい政策『 オース トラリアの

学校における言語教育 に関す る国家声明および 2005～ 2008年度国家計画』が発表

され、「異文化 間言語学習」のアプ ローチを中心的な方針 とす ることが示 された。

本稿はこの政策が発表 された意味 と LOTE(Languages Other Than English)教 育の

方向性への影響 を考察す るために、1970年 代か ら現在までの言語政策の変遷 と、「異

文化間言語学習」の理論 との関係か ら批判的に検討 を行つた。その結果 、新 しい政

策は (1)LOTE教育に対 して消極的な政府 に対す る言語教育研究者による働 きかけ

が取 り入れ られているこ と、(2)LOTE教育の意義 を再確認す る肯定的な意味 と、施

行に関す る否 定的な課題 を持つこと、(3)LOTE教 育実践において言語を伴わない文

化教育を招 きやすい とい う課題を持つ ことを指摘 した。この政策が今後オース トラ

リアの LTOE教育にどの よ うな影響 を与 えるかは、政策の実施過程やその結果を継

続的に検討す る必要がある。

1.は じ

“

刈こ

本稿は、1970年 代か ら現在までのオース トラリアの言語教育政策を批判的に分析

し、初等中等教育機関における英語以外の言語 (Languages Other Than English:

以下 LOTE)教 育が今後進 も うとしている方向性を考察するものである。特に、雇用

教育訓練 。青少年問題 に関す る閣僚諮 問委員会 (Ministerial Counci1 0n Education,

Employment, Training and Youth Affairs: 以下 MCEETYA)か ら 2005年 に発表 され

た LOTE教 育 に 関す る新 しい 言 語 教 育 政 策 、7Va″
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る国家声明および 2005～ 2008年 度国家計画』:以 下 「国家声明と計画」)に着目す
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る。これは、異文化理解 (inter― cultural understanding)を LOTE教育の重要な 目

標 とし、「異文化間言語学習」 (intercultural language learning)を 中心的なア

プローチ として推奨す る文書であ り、学校教育現場 における LOTE教育実践に大き

な影響を与 えていくと考 えられる。

本稿では、Taylor,Rizvi,Lingard&Henry(1997)の 「批判的政策分析」の枠

組みを援用す る。Taylor他 は、政策 を中立的な文書 としてではなく、様 々な価値観

や力関係 がせ めぎあ う過程 として捉 え、政策の 「文書 (Text)」 だけではなく、そ

の歴史的背景や政策が策定された時代の社会的、経済的、政治的状況な どの 「文脈

(Context)」 と、当該 の政策が どの よ うに実施 され、どのよ うな中長期的な影響 を

もたらしたか とい う「結果 (Consequence)」 の三つの側面に注 目する必要があると

指摘す る。 また、Taylor他 は Kenway(1990)を もとに、批判的政策分析 を行 う際

に有効な問い として、教育へのアプ ローチ (目 的や方法論な ど)は何か、それを具

現化す るた めの施策 (行動 目標や予算配分など)は 何か、なぜそれが選ばれたのか、

なぜ今なのか、その結果 は何か、を提示 している (Taylor他 1997:39)。 本稿では、

Taylor他 の分析の枠組 みを使い、1970年代以降の LOTE教育に関連す る政策 と 2005

年の 「国家声明と計画」における LOTE教育へのアプローチ と実施のための施策 を

分析 し、今 「異文化間言語学習」を中核 とす る政策が発表 された含意は何か、その

結果オー ス トラリアの LOTE教育は どのような方向に向か うのかを考察す る。

2.LOTE教 育に関す る言語教育政策の歴史的変遷

2.1 多文化主義政策の一環としての言語教育-1970年 代

(1)政策 が生まれた背景

1970年代 のオース トラリアは多文化化す る国内の現実 と経済的、政治的存在感 を

増 してきた移民コミュニティの存在 を受け、それまでの同化主義的政策 を撤廃 し、

多文化主義 に向けた様 々な政策 を実行 した。1978年 にフレーザー政権の もと提出 さ

れた『 移 民のサー ビス と計画』 (通 称ガルバ リー報告)(Galbally 1978)を 契機 とし

て、オー ス トラリアは多文化主義 を採用することを明言 し (見 世 2000)、 主に教育

の分野で多文化主義的政策を次々に打ち出 していつた。初等 中等教育における LOTE

教育が言及 されたの も、こうした多文化主義政策 においてだつた。

(2)LOTE教 育へのアプローチ
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1979年 に発表 され た報 告 書『 多 文化社会 の た め の教 育』 (Fあο′
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"(McNamara他
1979)で は、移民の子 どもたちの権利 とし

て英語教育の保障を行 うことを強調す ると共に、多文化社会のための教育における

中心的なプ ログラムの一つ として LOTE教育を位置づけている。 この報告書で示 さ

れた LOTE教育の目的 は、主に次 の二点に収飲 され る。一つは移民の子 どもたちが

自分の文化やアイデ ンテ ィティを維持す るためであ り、も う一つは、当該言語の母

語話者ではない子 どもたちがコミュニティで話 されている LOTEを 学ぶ ことによ り、

異文化 を理解するためである。 この報告書か らわかるよ うに、1970年 代の LOTE教

育は、言語そのものの習得 よりも、オース トラリア国内の移民の子 どもの文化保持

や コミュニティに存在す る異文化の理解 を重視 していた こと、国内で広 く使用 され

るコミュニティ言語 が優先的に教 え られ る言語 として推奨 されていたことが特徴

的である。

(3)政策の結果

しか しこのような多文化教育政策 は各州や学校で実施 され る段 になると、表面的

な文化紹介 として実施 された。学校教育制度に大きな変化 を与えるに至 らないまま、

1986/7年度会計において予算が停止 されたのである (見 世 2000).

2.2 す べ ての生徒 の た めの LOTE教育 -1980年 代後 半

(1)政 策が生まれた背景

こ うした 「多文化主義」の丈脈 の 中、初の包括的な言語政策が多文化主義政策か

ら独立 した形 で国家政策の議題 に上 った。その背景には、三つの利益団体か らの圧

力があった。一つは言語学者、一つ は 1970年代終わ りか らの経済的成功や コミュ

ニティの形成 を背景に政治システムヘの影響力を増 し始 めていたエスニ ック・ コ ミ

ュニティ、一つはイギ リスの欧州経済共同体 (当 時)加盟 によ り新たな市場をアジ

アに模索 し始 めていた貿易、外交官僚 らであった (Lo Bianco 2001)。 これ ら三者

の交渉の結果、『 言語 に関す る国家政策』(腸
`ゴ

ο″aノ 乃臓 /ο″ιa″″agθs:以 下 NPL)

(Lo Bianco 1987)が 策定 されたのである。NPLは 多言語主義、多文化主義の観点

か ら言語教育や言語サー ビスに関 して包括的な政策提言 を行 つている。その内容は、

全ての人々へ の英語教育、アボ リジニ言語の保持・教育、全ての人々への英語以外

の言語教育、通訳や メデ ィアにおける多言語サー ビスな どである。
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(2)LOTE教育へ のアプ ロー チ

NPLは 、全 ての人 に対す る英語教育 の重要 さを強調 す る と同時 に、全 てのオー ス

トラ リア人 が第 二言語 を学 習す る意 義 を次 の四つの観 点 か ら明言 した。

1)Enrichment(文 化 的知 的資質 )

2)Economics(職 業 、貿 易 な どの経 済 的効果 )

3)Equality(社 会正義 と平等 の実現 )

4)External(オ ー ス トラ リア の 地 域 、 世 界 に対 す る対 外 的 役 割 )(Lo Bianco

1987:44)。

一点 目の文化 的知的資質 は、第 二言語 を学習す るこ とで視 野 を広 げた り、異文化

を理解す る こ とで 自文化 を客観 的 に内省 で きた り、異文 化 の知 見や伝 統 、文化 を理

解 できた りす る とい う利 点 を指す。三点 目の社会正義 と平等 の実 現 は、英語教育 を

保障す ると同時に、全ての言語の価値 と学習す る利益 を肯定す ることが言語マイノ

リティの生徒 に とつて肯定的な 自尊感情やアイデンテ ィテ ィの発達につながると

し、彼 らに対す るバイ リンガル教育 を提起す るものである。これ らは多文化教育政

策の中で提唱 されていた LOTE教育の 目的 と重なる。一方、二点 目の経済的効果、

および四点 目の対外的役割 は、多文化教育政策には見 られなかつた視点である。こ

れ らは、英語以外の言語 に熟達 した人材 を育成することは、オース トラ リア国家の

貿易、商業、外交、経済の発展のために重要であ り、生徒個人に とつても雇用の機

会を拡大す る利益があるとす る趣 旨である。

このよ うに NPLは 、多文化主義政策の一環 としての LOTE教 育の視点を継承 しつ

つ、経済的理 由を掲げることによつて、LOTE教 育をマイ ノリテ ィのための「コミュ

ニティ言語教育」か ら、国益に貢献す る 「すべての生徒のための LOTE教育」へ と

転換 させ る論拠 を示 したのである。このことは教えられ る言語の優先度 にも変化 を

もた らした。多文化主義政策で優先 されていたコミュニテ ィ言語 に加 え、NPLで は

経済的、対外的な国益に資す る言語や既に学校で教え られている言語が優先的な言

語 1)に
含 め られ、 日本語 を含むアジア言語が提示 されたのである。

(3)政 策の結果

NPLの 提言 を受け、1989年 、ホバー ト宣言 (Australian Educational Council 1989)

において LOTEが 重点的学習領域 (Key Learning Area:以 下 KLA)の 一つに含められ、

各州が賛同 した。LOTE教 育が KLAと して認 められたことは、オース トラ リアが LOTE



『言語政策』第3号 2007年 3月

教育 に価値 を置 くとい う表 明であ り重 要 で あ る (Crawford 1999)。 連邦政府 は 4年

間にわた り 9400万 ドル 近 い予算 を NPLの 実施 に当てた (Dijite 1994を Crawford

1999よ り引用 )。

2.3 多文 化・ 多言 語 主 義 か ら経 済 的意 義へ の シ フ ト

(1)政策が生まれた背景

NPLが 発表 されてわず か 4年後の 1991年 、新 しい言語教育政策、『 オース トラ リ

アの言 語 :オ ー ス トラ リアの言 語 と識 字政 策 』 (И″s ιra」 ゴa′ sι′″g″agθ r ttθ

И
“
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Faε/Poゴ ゴο/: 以下 ALLP) (Dawkins 1991)が 発表 さ

れた。その背景には、連邦教育大臣ジ ョン・ ドーキンスによる、経済効果に重 きを

置 いた学校 教 育へ のア プ ローチ と官 主導 の教 育政 策 の策 定へ の流 れ が あ つた

(Lingard 2000)。

(2)英語 リテラシー と LOTE教 育へ のアプ ローチ

ALLPは こ うした背景 を色濃 く反映 し、一貫 して貿易、経済的視点か ら言語教育を

位置づけている。ALLPの 特徴は次の二点である。第一は、競争の激 しいグローバル

経済で成功 を収 めるための人材育成 とい う経済的観点のみか ら言語の序列 を決定

づけた点である。ALLPに おいて最 も重要 とされたのが英語による リテラシーであ り、

その次が輸 出先 として重要 な国の言語 を含む優先 8言 語 2)で ぁった。これに入 らな

いコミュニテ ィ言語は最下位 に位置づ け られた。第二は、社会的不平等の克服、母

語維持のための言語教育 とい う多文化主義、多言語主義の視点が弱まった点である。

ALLPで は、LOTE教 育の意義 として「文化的知的資質の豊か さ」、「経済的、外交的、

戦略的、科学技術的発展への貢献」、「よ りよいコミュニケーシ ョンと理解を通 じた

オース トラ リア全体にお ける社会の結束 を高める (social cohesiveness)こ とヘ

の貢献」(Dawkins 1991:14-15)の 3点 を挙げているが、NPLで 提唱 されていた社会

正義 と平等 の実現は姿を消 し、多文化教育の中核であつた コミュニテ ィ言語の維持

は、ALLPに おいてコミュニティに委ね られ、公教育か ら切 り離 された。

(3)実施のための施策

LOTE教育に関す る目標 として ALLPが 掲げたのは、LOTE学 習者数 の増加であった。

具体的には、2000年 までに 12学 年で LOTE学 習者 を全体の 25%ま で増加 させ るとい

う目標 を明記 している (Dawkins 1991:17)。 しか し ALLPで は どの よ うな教育を通
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じてどの よ うな力を育成す るか といつた LOTE教育のアプ ローチには言及 していな

い。

2.4 加 速 す る経 済 志 向 と NALSAS計画

(1)政策が生まれた背景

1991年 、キーテ ィング労働党が政権に就 くと、対アジア経済の重視の姿勢 と経済

合理主義 に基づ く官主導の中央集権的傾向が一層強 くな り、教育に対 しても国家経

済に貢献す る人材育成 を 目指す国家的アプローチが推進 された。その重要な取 り組

みが 「オース トラ リアの学校 にお けるアジア言語 。文化教育 に関す る国家計画」

(National Asian Languages and Studies in Australian Schools Strategy : 以

下 NALSAS計 画)で あつた。

1992年 、オース トラ リア政府間評議会 (Council of Australian Governments:

以下 COAG)3)は 、「ァジア太平洋地域におけるオース トラ リアの経済的利益を最大

化す るために、学校 教育 を通 じてアジア言語 と文化 に対す る理解 を発達 させ るこ

と」が 「国家の重要課題であ り、国家 レベルでの緊急かつ高度な取 り組みが要求 さ

れる」 と取 り決めた (Rudd 1994:i)。 これを受 けて 1994年 、『 アジア諸国の言語 と

オース トラリア経済 の将来 (Asian Languages and Australia's Economic Future)』

(Rudd 1994)、 と題す る報告書、通称 Rudd報 告書が提出 され、COAGで 承認 を受け

た。 この報告書の提案 に基づき、 1995年 か ら NALSAS計 画が実施 されたのである。

(2)LOTE教育へのアプ ローチ

Rudd報告書におけ る LOTE教 育へのアプローチは、オース トラ リア経済にいかに

貢献できるかとい う=点 に収飲 され る。Rudd報 告書は、オース トラ リアが「輸出文

化」を創造 し競争 の激 しいアジア市場に参入す るためには、「アジア リテラシー」、

すなわち様々な レベルでアジア との交渉を効果的に行 うための言語 。文化能力が必

要であると述べる (Rudd 1994:ii)。 こうした観点か ら、今後 20年 間の対外輸出収

入量が多 く見込まれ る 4カ 国の言語 (日 本語、中国語、イ ン ドネシア語、韓国語)を

優先 4言 語に選定 した (Rudd 1994:v)。

Rudd報 告書は優先言語の教育に関 して、量的 目標 (学 習者数)だ けでなく、質的

目標 (言 語熟達度や 文化スキル )に 言及す る。量的 目標 は次の通 りである (Rudd

1994:ix― x)。
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。 12学年で第二言語 を学習す る生徒数を 25%に す るとい う 1991年の ALLPの 目

標 を引き継 ぎ、その期限を 2000年 か ら 2006年 へ と延ばす

。 その うち優先アジア言語を学習す る生徒 を現在の 4%か ら 15%へ と増加 させ

る

。 2006年 までに 10学年で優先 アジア言語 を学習す る生徒数 を 60%に す る。

言語 と文化の熟達度 に関 しては、これ らを測 るスケールや評価方法の開発 を各州

の教育省 に要求 した (Rudd 1994:x)上 で、義務教育が終了す る 10学年 と中等教育が

終了す る 12学年までに、「サバイバル レベル」「対人のや り取 りに最低限必要な レ

ベル」「職業に最低限必要な レベル」「職業に有益」な言語運用力 を、それぞれ何%

の生徒が習得す るか とい った 目安 を、質的お よび量的側面か ら示 してい る (Rudd

1994:xi)。 文化に関 しては、「社会環境の科 目においてアジア文化に関す るコース

をすべての生徒に提供 し、学習の時 間 と密度 に応 じて至1達 目標 を決定す る」 (Rudd

1994:xi)と 述べている。

Rudd報 告書は次の点 において ALLPや それ以前の言語教育政策 と異なる特徴を持

つ。第一は、LOTE教 育の意義を経済的貢献のみで捉 え、知的文化的資質や社会正義

などの意義にはまった く言及 していない点である。また、輸出量の多い 「外国」の

言語を優先言語に指定 した ことか ら、それ以外の言語や国内のコミュニティ言語 を

周縁化 し、言語の序列 を際立たせたのである (Lo Bianco 2001)。 第二は、育成す

る言語 。文化 スキルの熟達度 とい う質的 目標 を示 している点である。この記述はそ

の後開発 され る言語熟達度 のスケールや各州 シラバ スの開発 に大 きな影響 を与 え

ることとなる。

(3)施策

上述の 目標 を達成す るための施策 として、Rudd報告書は明確かつ大胆な提言を行

つている。その一つは LOTE時間に費やす学習時間数である。Rudd報 告書では、高

い言語 。文化スキルを育成す るために、第 3学年か ら第 10学年では平均週 2.5時 間、

第 12学年では 3時間は必要であると提言 しているが、 これはそれまで一般的に行

われていた LOTE学 習時間の 2倍以上 に当たる大幅な増加である。 もう一つは予算

である。 Rudd報 告書は 1995年 から 2006年 までの NALSAS計 画実施の予算 として合

計 2億 780万 ドル を計上 し、連邦政府 が 50%、 州政府が残 りの 50%を 負担す ること

を提言 している 4)。
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以上か ら、Rudd報 告書は、明確な 目標 と積極的な施策に、アジア言語教育 に対す

る連邦政府 、州政府上層部の強い姿勢 を反映 した 「実質的政策」→であつた といえ

る。しか し、具体的なカ リキュラムや教育方法、評価基準、教師の言語能力の基準

などに関す る開発 と実施 の責任は各州の教育省 にあるとしてお り (Rudd 1994:x,xi,

xiv,xv)、  トップダ ウン的な性格が強 く表れている。

(4)Rudd報 告書 と NALSAS計 画実施の影響

経済的貢献度や言語 。文化の熟達度か ら LOTE教育の効果を計ろ うとす る Rudd報

告書とそれ に基づ く NALSAS計画は LOTE教 育の様々な側面に影響 を与 えた。 まず、

社会文化的 に適切な コ ミュニケーシ ョン能力育成 を 目指 したコミュニカテ ィブ・ア

プローチ を強 く反映 したシラバスヘ と改訂す る州が出た り、言語到達度 を測 るスケ

ールが発表 された りす るな ど、LOTE教 育の 目標 とアプローチが大きく変化 した。ま

た、日本語 を中心にアジア言語学習者が急増 した。その一方で、十分な言語能力を

持つた教師が不足 した り、新 しい教育方法に抵抗す る教師が見 られた りした。また

NALSAS計 画 の トップダ ウン的な性格や、学校現場の実情か らかけ離れた提言に対 し、

州や学校 で も反発や抵抗が起きた。さらに、経済的意義か らアジア言語教育 を強力

に推進 しよ うとした Rudd報告書は、NALSAS計 画の経済的貢献度が立証 されなけれ

ば LOTE教 育の存在価値が否定 されかねないとい う危険を抱え込んだのである。

2.5 LOTE教 育 に対 す るハ ワー ド政権 の姿 勢 と現 場 へ の影響

(1)LOTE教 育に関す る政策の 「沈黙」期間-1990年 代後半

1996年 に政権についたハ ワー ド連立政権は、経済合理主義に基づ く教育政策を行

つたが、中央集権的な教育改革 とアジア言語教育を重視 したキーテ ィング労働党政

権 とは異 な り、よ り少 ないインプ ッ トで最大の成果を上げる効率性 と、英語教育に

よる競争力の向上を重視 し、英語 リテラシーに関す る政策を次々に打ち出 した。ま

た、ハ ワー ド政権は、国家の教育方針 を表明す るアデ レー ド宣言 (MCEETYA 1999)

で文化的、言語的多様性 の理解や尊重が重要であることを確認 した り、共通の価値

観、文化 の共有による社会の結束や調和 を強調 した多文化主義政策
6)を

次々に発表

した りす る一方で、英語以外の言語に対 しては消極的であつた。第一に、連邦政府

は LOTE教育について、Rudd報 告書の発表か ら 10年近 く経つても新たな政策や方針

を発表す ることなく、「完全な沈黙」を保 つていた (Scarino&Papademetre 2001:3H)。
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第二に、ハ ワー ド政権 は、当初の計画 よ りも 4年 早い 2002年 に NALSAS計 画の予算

を中止す ることを決定 した。 こ うした状況は LOTE教育に対す る連邦政府 の価値付

けの低 さを露呈す るものであ り、学校や社会における LOTE教育の価値付 けの低下

が懸念 された (Lo Bianco 2002)。

(2)NALSAS計 画の終焉 と影響

2002`千 12月 にを女旱等矛斗1許 訂‖約束4罫 (Department of Education, Science and Training)

へ提 出 された報告書 、「英語以外 の言語プ ログラムに関す る調査 (′θ/」iθ ″οF ι力θ

θο鷹回ο″″θa′ ι力 ι′″g″agθ .s θ′力θr r力 a17 Eng′ ゴs力 Prο grattmθ )」  (Erebus Consulting

Partners 2002)は 、前述 のような LOTE教育、特にアジア言語 に対する政治的、社

会的価値付 けの低 さを如実に現 している。

第一に、学習者数に関 しては、2000年 現在、第 12学年で LOTEを 履修 している生

徒は 13.22%、 NALSAS優 先言語の学習者数は 4.4%に す ぎず、それぞれ 25%、 15%と

い う Rudd報 告書の 目標 をはるかに下回つている。NALSAS優 先言語の学習者数が最

も多い第 5学年か ら第 7学年で も 40%前 後で、 日標 の 60%に は達 していない (Rudd

1994:xili)。 第二に、言語教師や学校長 に対 して行 つた調査か ら、アジア言語教育

が学校カ リキュラムの 中で正規科 日として認識 されていない現状や、NALSAS予 算廃

止決定によ リアジア言語教育へ の支援が急速 に減 らされてい る現状が報告 されて

いる。

アジア言語教育の成 功 を阻む原 因 として報告書は、教師の数、質の不足、学校長

の LOTEへ の支援の不足 、予算の不足、LOTEの 重要性 に対す る理解の不足、LOTE時

間数の不足 (特 に小学校 において )、 国家的アプローチの不足な どを挙げている。

特に、言語教育に対す る国家政策 の不在が、教育関係者、保護者 、社会に LOTEに

対す る混乱や誤解 を与 え、LOTE教育の価値 を下げていると指摘 した上で、LOTE教

育の 目的、本質、価値 、期待 され る成果 を明記 し、その実現 に必要な予算や リソー

ス、支援 を明言 した国家政策あるいは声明を発表す ることを提案 している。 また、

LOTE教 育の 目標は異文化理解である とい う現状の共通認識 を踏 まえた 日標、方法を

声明に含 めることを提案 している。

以上か ら、ハ ワー ド政権下のオー ス トラ リアでは、LOTE教育 に対す る姿勢が非常

に消極的であ り、そのために学校 におけるLOTE教 育の優先度 も低下 していることが

明 らかになった。こ うした文脈の中、報告書で指摘 された問題点 と提案を受 け止め
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る形で、2005年 、「異文化間言語学習」を中核 とした新 しいLOTE教育政策、「国家声

明 と計画」が発表 されたのである。

3.「 異 文 化間言 語 学習」 を中核 と した 「国 家声 明 と計 画 」

本節では、まず、 「国家声明 と計画」に採用 された 「異文化間言語学習」につい

て、その理論の概要 を述べる。次 に 「国家声明 と計画」の内容 を検討す る。

3.1異文 化 間言語 学 習 とは

(1)「 異文化間言語学習」の文化観 、能力観

「異文化 間言語学習」は、言語 と文化は不可分である (Kramsch 1993)と い う認

識に立つ。我々が言語 を使用す るとき、慣用句や場面にふ さわ しい表現 をは じめ、

その言語話者集団が持つ文化に根 ざした知識や規範を常に使用 しているのであ り、

言語 と文化 を切 り離 して教えることは不可能だ と考えるのである。これ までの LOTE

教育では、言語 と文化が切 り離 され、日標言語圏の文化は母語で教 えられることが

一般的で あつたが、「異文化間言語学習」の提唱者はこのよ うな考 え方 を批判 し、

言語 と文化 と学習 を統合す ることを提起す るのである (Lo Biancc,Liddicoat&

Crozet 1999; Liddicoat & Crozet 2000; Liddicoat他 2003)。

「異文化間言語学習」で 目指すのは、「異文化間能力 (intercultural competence)」

の育成である。これ は母語話者 をモデル として、彼 らの言語文化行動 を適切 に再現

することを 目指す コ ミュニカテ ィブ・アプローチの目標 とは異なる。む しろ Byram,

Nicholas&Stevens(2001:5)の 言 う「『他者』 と関わ り、異 なる考 え方や世界観 を

受け入れ 、それ らの間の橋渡 し (mediate)を し、差異に対す る評価 に 自覚的になる

ことがで きる異文化 間話者 (intercultural speaker)」 の育成 を 目指す のである。

ここで重要なのは、異文化を客観的に観察 して理解することにとどま らず、自分 と

他者の言語文化の差異を超えて関係 を構築す る、主体的な力 を目指す点である。異

言語話者 と差異を乗 り越えて関係 を築 くためには、言語文化 に関す る知識 と、異文

化間コ ミュニケー シ ョンを行 うスキル と姿勢が必要 となる。「異文化間言語学習」

はこうした力を育成 しようとす るのである。

(2)「 異文化間言語学習」の方法

「異 文 化 間言語 学 習」 には教 育 実践で考慮すべき二つ の段 階が あ る (Crozet,
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Liddicoat&Lo Bianco 1999)。 第一の段階は、言語文化 (linguaculture)、 すな

わ ち言語 と結 びつ い た 文化 につ い て 明示 的 に学 習す る段 階 で あ る。 CrOzet&

Liddicoat(1999)は 、言語的要素や構造 を「話 し言葉/書 き言葉のジャンル」、「語

用論的規範」、「インターアクシ ョンの規範」、「文法/語彙/身振 り/韻律/発音」

といった レベルに分解 し、それぞれ に文化が浸透 していると述べ る。教師はこのよ

うな言語 と文化を同時 に、明示的 に教えることが重要なのである。第二の段階は目

標言語の言語文化 と学習者 自身の言語文化を比較す る段階である。これにより学習

者は、日標言語だけでな く自分 自身 の言語文化について学ぶ ことができ、その結果、

自分の言語文化が唯一絶対ではない ことや、いかなる言語文化 も等価であることな

どを学 ぶ こ とがで き る。 第二 の 段 階 は、学習者 が 異 な る文 化 の間 を探 求す る

(intercultural exploration)段 階である。 これは異なる言語文化を持つ他者 と接

して誤解や対立などが生 じたときで も、相手 と自分の言語文化に違いがあることを

理解 した上でそれを調停 し、お互いに とって心地よい関係
7)を

作 ることを意味する。

「異文化間言語学習」では三つの段 階を踏むことで文化間の差異 を超 え主体的に他

者 と関わる力 を育成 しよ うとするのである。

3.2「 国家 声 明 と計 画 」 にお け る 「異 文化間言語 学 習」

(1)「 国家声明 と計画」 の背景

「異文化間言語学習」 は、 「国家声明 と計画」の発表の数年前 か ら LOTE教育に

関す る政策の俎上に載せ られていた。2003年 には「異文化間言語学習に関す る報告

書 (Report on intercultural language learning)」 (Liddicoat他 )が 連邦政府の教

育科学副1練 省 に提出され ている。これ はアジア言語教師の資質向上 に関す る NALSAS

計画に基づ き委託 された研究報告で ある。報告書は 「異文化間言語学習」の主要な

提唱者 らによって執筆 され、異文化 間言語学習の理論的背景 と教育実践に向けた提

言がま とめ られている。2004年か ら 2005年 にかけては、この報告書に基づき、「異

文化間言語学習」 と LOTE教育に対す る学校全体アプローチを二本柱 としたアジア

言語教師研修 プ ロジェク ト (Asian Languages Professional Learning Project:

以下 ALPLP)が 、連邦政 府 の予算 を受 け全豪 で行 われ てい る (Asian Education

Foundation 2005)。 こ うした動き と並行 して 「国家声明 と計画」の草案が作成、

検討 された。草案は言語専門の州立学校校長で、2002年 の報告書の執筆者で もある

29
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Lia Tedescoが 作成 し、全豪および各州の言語教師連盟 を含む多 くの関係者が検討

を行つた。 そ して連邦 お よび全ての州の教育大臣の承認 を得 て 2005年に 「国家声

明と計画」が発表 され たのである。

(2)「 国家声明と計画」 における LOTE8)教育の 目的 とアプ ローチ

「国家声明と計画」 では、LOTE教育の意義は次の六点で あるとされている。

・学習者の知的、教育的、文化的資質を向上 させ る

。学習者の文化 を越 えたコミュニケーシ ョンを可能 にす る

。よ りよいコミュニケーシ ョン と理解を促進す ることで社会の結束を強める

。コ ミュニティ内に既に存在す る言語 。文化資源 をさらに発達 させ る

。戦略的、経済的、国際的発展 に貢献す る

。個人の就職や将来性を向上 させ る (MCEETYA 2005:2)

これ らの意義は ALLPで 示 された意義 とほぼ重なってお り、経済的意義に偏重 し

ていた Rudd報 告書か らそれ以前の趣 旨へ と軌道修正 され た といえる。 コミュニテ

ィ内の言語 。文化が再 び言及 された ことも重要であろ う。一方「文化 を越 えたコミ

ュニケー シ ョン」は ALLPに 見 られ なかった意義で、「異文化間言語学習」につなが

る視点で ある。

「国 家 声 明 と計 画 」 は 、「グ ロー バル 化 社 会 の 教 育 にお い て 異 文 化 理 解

(inter― cultural understanding)を 推進する必要性がますます高まつている」 と

述べ、そ の実現のた めに、「言語 と文化 と学習を統合」す る 「異文化間言語学習」

を推奨す る(MCEETYA 2005:3)。 そ して 「異文化間言語学習」の効果 として、学習者

が自分の周 りの世界や 、世界規模 でのつなが りと様式、共通性 と差異 について理解

できるよ うになるこ と、異なる言語文化を学習す ることを通 して、自分の言語文化

のみの視 点からではな く、多角的に世界を見ることがで きるようになることを挙げ

ている。 この記述は、「異文化間言語学習」の提唱者 らが 目指す 「異文化間能力」

と類似 しているが、次 の点で異 なる。「異文化間能力」では異なる言語文化の他者

と差異 を乗 り越えて主体的に関わる点が重要であつたが、政策の記述ではこの点に

触れ られ ておらず、異文化や差異の 「理解」 といつた客観 的、受動的な 目標 に限定

されてい るのである。異文化や差異 について客観的に「理解」す るだけであれば異

言語を必要 としないた め、この記述 は「異文化問言語学習」の重要な点を落 として

いるので ある。
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一方、別の項で は、「異文化間言語学習」が学習者の全人的教育にも貢献す る と

して四つの効果が挙 げ られてい る。その一点は 「同一の言語、文化の中、および異

なる言語、文化間で コ ミュニケー シ ョン し、関わ り、交渉す る力を育成す る」 とい

う効果であ り、「異文化間能力」 と関連 しているが、異言語 間だけでな く、同一言

語間の コミュニケー シ ョンヘの貢献が強調 されている。 さらに、他の三点は、英語

を含む リテ ラシー・ スキルの発達や批判的、分析的思考力 といった、言語以外の一

般的な効果で占め られている。 これ らの記述か ら、「国家声明 と計画」では Rudd報

告書で強調 されていた 目標言語の熟達度 よ りも、言語学習の結果 として付随す る一

般的な教育的効果 を よ り重視 していることが窺える。言語以外の効果 を強調す るこ

とは、LOTE教育にあま り価値を見出 さない学校長や保護者 に対 して LOTE教育の価

値 を引 き上 げる意 図 が あった と考 えることもで きる。 しか し、 この ことは、LOTE

教育 にお ける目標言語 自体の学習 が相対的に軽視 され るとい う危険性 も手んでい

るのである。

(2)政策実施のための施策

全ての生徒 ll対 して質の高い LOTE教育を提供す るために、「国家声明 と計画」は

次の 6つ の領域に焦点 を当てた 4ヵ 年計画を提示 している。1)教育 と学習、2)教師

の供給 と維持、3)教員研修、4)プ ログラム開発、5)質 の保証、6)言語学習の提唱 と

促進である (MCEETYA 2005:H-1')。 これ らの領域に共通 して、「異文化間言語学習」

に関す る研究、開発 を推進 してい くこと、実践例や リソースを蓄積・共有 してい く

こと、教員研修を拡充 していくこ とが提示 されている。これ らの領域は、2002年 の

報告書で指摘 された問題点に対応 してお り、「国家声明 と計画」はその解決に向け

て国家 レベルで取 り組 む必要のある課題 を提示 した ものである。しか し 4カ 年計画

を実行す るためにどの よ うな方法 を取るか、どの計画に どれだけの予算 を配分す る

か、どの程度の成果 を求め、どう測 るのかについては明言 されてお らず、具体性 に

欠ける。計画 の中で唯一具体的な ノルマが示 されているのは、言語教育の質を保証

する目的で言語学習 に参カロした生徒 のデータを収集 し報告す ることであるが、具体

的 に どの よ うなデー タ を集 めるか は 明言 され てい ない (McEETYA 2005:11)。 つ ま り、

「国家 声 明 と計画」 は 、具体的 な行 動 目標 や 予算配 分 を明言 しない 「象徴 的政策」
9)で

あ る。 具体 的な達 成 日標 と多額 の予算配分 を明言 した ALLPや Rudd報告書 に比

べ る と、 この政策 の拘 束 力 は弱 く、 いか よ うに も解 釈 が可能 なの で あ る。
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(3)「 国家声 明 と計画」実施 の動き

「国家声明 と計画」を受 け、連邦政府は、英語以外の言語 (ア ジア言語、ヨー ロッ

パ言語、先住 民言語、手話 を含む)の 教育を支援す るために、各州お よび特別地域

政府に対 し 4年 間で合計 1億 1千 万 ドルの予算を付与す ること、その うち年 125万

ドルを上述 の言語教育に関連す る 8つ の国家プロジエク トの研究開発 にあてること

を決定 した (教 育科学訓練省 ホームペー ジ)。 国家プロジエク トには、課外のエス

ニ ック・ ス クールヘの支援、先住民言語教育への支援、オース トラ リア手話教育ヘ

の支援な どを含むが、その うち学校機関における LOTE教育に関連す るプロジエク

トには、現状調査、LOTE教育の地位向上、言語教員養成プ ログラムの検討、異文化

問言語学習 を基盤 としたカ リキュラム と評価方法の開発 な どが含まれている。プ ロ

ジェク トの作業部会 には、言語教育研究者チームや、全豪言語教師連盟な どが含 ま

れる。また、既に存在 していたオース トラリア政府 による教師の資質向上プ ログラ

ムの予算 の うち、200万 ドル を教育実践 における異文化間言語学習プ ロジエク ト

(the lntercultural Language Teaching and Learning in Practice (ILTLP)

project)に あて、2007年 度 より言語教師による学校現場での異文化間言語学習の

実践研究 を支援することとなつた。

4.考 察 ―「国家声 明 と計 画 」の意 味 とLOTE教 育実 践 へ の示 唆

4.1な ぜ 今 「異文化間言語学習」か

オース トラリアにおける言語教育政策は、各時代の政権の意図や文脈を反映 して

変遷してきたが、1990年 代後半以来、ハワー ド政権の LOTE教育への姿勢は消極的

で、10年 近 く政策の「沈黙」期間が続いた。こうした文脈の今、「国家声明と計画」

が発表され、その実施に向けた連邦政府の支援が始められたのはなぜだろうか。

その理由の一つとして、言語教育者や研究者 らの働きかけが功を奏 したことが挙

げられる。言語政策の 「沈黙」期間中、言語教師、研究者 らが連合を結成 し、言語

教育の地位 を向上させ るべ く政治家へ働きかけを行 うなど地道な努力を続けてい

た(Lo Bianco 2001;Liddicoat 2002b)。 特に、精力的に政策への提言活動を行つて

いたのが Liddicoatら 、「異文化間言語学習」の提唱者 らであつた。また、「国家声

明と計画」の草稿執筆者に対 しても、全豪言語教師連盟 として、あるいは友人とし

て「異文化間言語学習」の提唱者 らが積極的に助言を行つたことも、「異文化間言
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語学習」が政策の取 り入れ られた要因 と言える |°
)。

4.2「 国家声 明 と計 画 」 が発 表 され た意味

「国家声明 と計画」は、オース トラ リアの LOTE教育にとつて、肯定的な面 と否

定的な面、両方の意味 を持つ。肯定的な意味の一つ は、「国家声明と計画」がハ ワ

ー ド政権下で 10年 近 く続いた言語教育政策の沈黙期間に終止符 を打ち、LOTE教育

の意義 と国家 レベルでの取 り組みの必要性 を、連邦政府および州・特別地域の政府

が合意 した言語教育政策 として発信 した ことである。 これは、言語教師や研究者 ら

が州政府や学校管理職 に対 して LOTE教 育の意義を訴 え、予算、リソース、時間数、

人員の増加、研修機会確保 な ど、LOTE教 育に対する支援 を要求す るための強力な裏

づけとす ることを可能に した。も う一つの肯定的な意味は、LOTE教育のあ り方を探

求 し、その成果 を共有す る機会 を提供 したことである。つま り、「国家声明 と計画」

は、今後の LOTE教 育の方向性 を決定づける重要な転換点なのである。

否定的な意味は、「国家声明 と計画」が抽象的で拘束力を持たない「象徴的政策」

であることである。連邦制を とるオース トラリアにおいて、教育は各州の責任であ

るため、連邦政府か らの予算を どのように使 うかは各州政府、各学校の判断に任 さ

れている。連邦政府教育科学訓練省 は、言語教育に対す る国家プロジェク トに配分

す る予算は確保 しているものの、それ以外の予算の使途については明言 していない。

また、「国家声明 と計画」では、外国語、 コミュニテ ィ言語、先住民言語、手話 な

ど、英語以外の全ての言語 を 「言語 (languages)」 と一括 りに してお り、連邦政府

か らの予算 も一括 して付与 されている。そのため、LOTE教育の質 を高めるために必

要な取 り組みが各州で確実に行われ るか どうか確証はないのである。実際クィー ン

ズラン ド州は、これまで第 6、 7学年で必修であった LOTEを 、2008年 か らは必修科

目か らはずす ことを決定 した。 これは「国家声明と計画」が州政府 によって正反対

に解釈 され うるとい う顕著な例である。

また、2008年 に国家計画が終了 した後、LOTE教 育 に対す る連邦政府の支援が継

続 され るか どうか疑間が残 る。 しか し、「国家声明 と計画」、特に 「異文化間言語学

習」に基づ く LOTE教 育 を実施 した 「成果」が、その後の LOTE教育のあ り方 と支援

を左右す るであろ うことは確実であろ う。
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4.3「 国 家声 明 と計画」実 施 の課 題一 LOTE教 育実践 へ の示唆

それでは、「異文化間言語学習」を中核 とす る 「国家声明 と計画」 が、学校現場

で実施 され るとき、LOTE教育実践に どのよ うな影響を与 えるだろ うか。

予想 され る問題 は、「国家声明 と計画」 と「異文化間言語学習」の理論の間にあ

る「ずれ」が、言語 を伴わない文化学習 としての実践を招 くことであ る。「異文化

間言語学習」の理論 において強調 されている点は、言語 と文化 と学習 を統合す るこ

とである。言い換 えれば、異言語の学習、習得が不可欠だ としてい るのである。 し

か し「国家声明 と計画」は異文化理解や視野の拡大といつた言語以外の効果を強調

し、言語 自体の重要性 を相対的に軽視 している。異文化理解、自文化理解のみが「異

文化間言語学習」の主要な 目的 として強調 され る場合、教育実践において「異文化

間言語学習」の理論 が目指す もの とは正反対の結果を生みかねないのである。

実際、異文化間言語学習を言語教育の教室で実践 した事例 において、言語 と文化

を切 り離 し、ステ レオタイプ的な文化知識 を教 えるケースが報告 され始めている。

ALPLPに 参加 した言語教師達が行つた「異文化間言語学習」に基づ く授業実践では、

目標言語が学習活動 の中心に位置づけられず、言語を媒介 としない 「文化研究」の

授業事例 が少なか らず報告 され ている (Asia Education Foundation 2005:6)。 大

田 (2006)が 観察 した 日本語の授業で も、日本 とオース トラ リアの家 を比較 しオース

トラ リアに遊びに来た 日本人家族 のための部屋 をデザイ ンす るとい う実践が行 わ

れていたが、これ も言語の中の文化ではなく、言語 とは切 り離 された文化的事象 に

注 目した実践 とい える。

「異文化間言語学習」は教師の言語教育観やアプローチに大きな変換を迫るもの

である。「異文化 間言語学習」 を教師に とつて も生徒に とつて も意味のあるものに

するためには、十分 な研修によつて、教師が 自己の言語教育観 を見直 し、他の教師

らと教育実践について意見交換 をす ることや、リソース、金銭面での支援が不可欠

である。 しか し州政府や学校 か らの十分な支援が確証できない現状 においては、一

人一人の言語教師が 「国家声明 と計画」を契機 に自分 自身の教育実践 を見直 し、他

の教師 と意見交換 を しなが ら質を高めてい くと同時に、学校や州政府 に対 して 「国

家声明 と計画」 を土台に LOTE教育の意義や支援の必要性 を訴 えて行 くことが課題

となる。 また、そ うした LOTE教師の支 えとなるカ リキュラムや方法論を、国家プ

ロジェク トの作業部会や教師 らが作 り出 していけるかど うかに、「国家声明と計画」
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の成否がかかってい る といえる。「国家声明 と計画」は、オース トラ リアにおける

LOTE教 育の方向性を決定づける上 で重要な転機なのである。

5,お わ りに

以上、本稿では、オー ス トラ リアで「国家声明 と計画」が発表 された意味 と LOTE

教育の方向性 を考察す るために、言語政策の歴史的変遷 と、「異文化 間言語学習」

との関係 か ら批判的 に検討 してきた。その結果、「国家声明 と計画」は、 (1)「 異文

化間言語学習」を提唱す る言語教 育研究者による強い働 きかけを取 り入れながら生

まれたこと、(2)LOTE教育の意義 を再確認す る肯定的な意味 と、実質的 な施行に関

して課題 を抱える否定的な意味を持つ こと、(3)教育実践において言語 を伴わない

文化教育を招きやすい とい う課題 を持つ ことを指摘 した。今後は、「国家声明と計

画」 とい う転機 を最大限活かすた めに、政策策定者、言語教育研究者 、教師がどの

よ うな取 り組みを行つてい くのか、そ してそれがオース トラ リアの LOTE教育にど

のよ うな影響を与えて行 くのか、継続的に注 目していきたい。

注

1)ア ラ ビア語 、 中国語 、 フランス語 、 ドイ ツ語 、現代 ギ リシ ャ語 、イ ン ドネ シア
語 /マ レー語 、イ タ リア語、日本 語 、スペイ ン語 の 9言語 が提 示 され た (Lo Bianco
1987:148-9)。

2)各 州 は ALLPで 指 定 され た優 先 言 語 (ア ボ リジニ言 語 、 ア ラ ビア語 、 中 国語 、 フ
ランス語 、 ドイツ語 、イン ドネ シア語、イタ リア語、 日本語、韓国語 、現代ギ
リシャ語 、 ロシア語 、スペイ ン語、タイ語、ベ トナム語 )の うち 8言語に関 し
て連邦政府の補助 を受 けることとされた (Dawkins 1991:16)。

3)COAGは 連邦首相、各州首相、特別地域首席大臣お よびオース トラ リア地方自治
体協会会長により構成 された組織で、全国的な課題 に政府 間で協力す るなどの
役割 を持つ。

4)Rudd(1994:xiii～ xix)を 参照 した。
5)Taylor他 (1997:33)は 、施行のための リソース (予 算 を含む)支 給を伴 う政策を

「実質 的 政策 (material policy)」 、伴 わ ない政策 を 「象徴 的政 策 (symbolic
policy)」 とする。象徴的政策 は抽象的な 目標 を掲げ、 リソースの支給や施行の
方法についてはほ とん ど言及 しない傾向がある。そのため象徴的政策 は実質的
政策に比べ効力は弱 いが、ある立場の者 にとっては主張 を正 当化す る参照点 と
なるため、重要性が低い とは限 らない。

6)〃″ゴ
`ゴ

ε″′,1/ra」 И″s`ra′ rar ttθ ″a/Fοr″arピ (National Multicultural Advisory
Council 1997)、  И″s′ra」 ゴaJ2 ″″」

`ゴ

ε″J′″ra′ゴs″ fοr a ″θ″ ιθ″′ary′  ″ο″aFどS
ゴ″″ ″sゴ /θ J7 θss (National Multicultural Advisory Council 1999)、  お よ び
″υ」′ゴο″ノ

`″

raf И″s′ra′ゴar クレJi′ θ″ ゴ77 ′Ji 7θrsゴ ′y (Commonwealth of Australia
2003)。

7)自 分 の 文 化 (first culture)に 固 執 す る の で も相 手 の 文 化 (secOnd culture)を 模
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倣す るのでもな く、異なる二つの文化をつな ぐ新 しい関係 を作 ることか ら、「第
二の場 (the third culture) (Crozet, Liddicoat & Lo Bianco 1999:13)」  と呼

ばれている。
8)「 国家 声 明 と計 画 」 で は 「Languages Other Than English(LOTE)」 に替 わ り

「Languages」 を使用 しているが、本稿では便宜上「LOTE」 を使用す る。Languages
は、オース トラ リアの原住民族の言語 (IndigenOus languages)や AUSLAN(オ
ース トラ リア式手話 )を含む英語 以外の全ての言語を指す とされ る (MCEETYA
2003: 2)。

9)注 5参 照。
10)全 豪言語教師連盟報告書 (http://www.afmlta.asn.au/Archives.htm)を 参照。
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``Intercultural Language Lcarni■ g"in the New Language Policy:

IInplications for LOTE Education in Australia

Yuko Ota

This paper critically analyzes the latest Australian policy on languages

education, Nα ′′ο
“
α′ Srα′θ″ι″′ノθ″ Zα″g“αg`s E′

“
cα′′θ4 ′″ И

“
∫rrα′′α

“
 scヵοθ′sr

Nar′θ″α′ P′α″ ル r Zα″g"αgθs Eグγθα′′ο
“
 ′″ ′γ∫′rα′′α″ Sε ttοθ′s 2θθ5-2θθ∂

(MCEETYA 2005)and diSCusses its implications for future LOTE (Languages

Other Than English)eduCatiOn.

To do so, it analyzes the goals and approaches of LOTE education in

languages policies from the 1970s and places the recent National Statement and

Plan in the historical context. The gaps between the National Statement and the

theory of `intercultural language learning', which is adopted in the National

Statement as a recommended approach,are also discussed.

As a result of the analysis,this paper shows that the National Statement(1)

incorporated languages education rescarchers' reactions to the government's

negative attitudes tOward LOTE education,(2)is a symb01ic Policy, which

reaffirined the valucs of LOTE education but is not strong enough to enforce state

govcrnments and schools to implement the recomlnendation,and(3)has a riSk Of

inviting language teaching practices that separate cultures fronl languages. The

process Of implementation and the long… ternl consequences of the National

Statement and Plan need to be observed further in order to examine its impact on

the future LOTE education in Australian schOols.

(Waseda University)
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